
 

 

 

このようなとき、 

行政書士 波賀野剛如 事務所 

がサポートいたします。 

 

行政書士波賀野剛如事務所では、 

下記手続を承っております。 
■風俗営業許可（バー、キャバレー、ナイトクラブなど）  

■深夜酒類提供飲食店営業開始届  

■古物商許可申請  

■貸金業登録  

■旅行業登録  

■宅地建物取引業免許 

■マンション管理業登録 

■賃貸住宅管理業登録 

■飲食店営業許可  

■旅館営業許可  

■食品販売店許可（乳類･食肉･魚介類･氷雪等の販売）  

■食品製造業許可（魚介･乳製品･パン･菓子･麺類･惣菜等の製造）  

■理容所･美容所開設届  

■クリーニング業許可  

お気軽にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営業許可を取得したい。 

行政書士 波賀野剛如 事務所 
〒１２４－００２３ 

東京都葛飾区東新小岩１－５－１８－１３０７ 

ＴＥＬ  ０８０－８１６５－２６６２ 

ＦＡＸ  ０３－６７３７－１２５３ 

Ｅメール enquiry@haganotakeyuki.tokyo 

ＵＲＬ  https://haganotakeyuki.tokyo/ 

 


